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高知県賃金向上環境整備事業費補助金交付要領

（趣旨）

第１条 この要領は、高知県賃金向上環境整備事業費補助金交付要綱（以下「交付要綱」と

いう。）第 18 条に基づき、高知県賃金向上環境整備事業費補助金（以下「補助金」という。）

の申請等に関し、必要な事項を定めるものとする。

（補助の要件等）

第２条 交付要綱第５条第１項第１号に規定する賃上げの率については、次の各号のとおり

算定を行うものとする。

（１）法人

税務署に提出した直近事業年度の法人事業概況説明書における「10 主要科目」のう

ち「労務費」と「従業員給料」の計を、「４ 期末従事員等の状況」のうち「従事員の数

（役員は除く）」の計で除した額（１人当たりの給与賃金の額）が、前事業年度の同様に

計算した額から２パーセント以上増加していること。

（２）個人事業主

税務署に提出した直近事業年度の所得税青色申告決算書又は白色申告収支内訳書に

おける「給料賃金の内訳」のうち「支給額」の計を、「従業員の数（専従者は除く）」の

計で除した額（１人当たりの給料賃金の額）が、前事業年度の同様に計算した額から２

パーセント上増加していること。

２ 交付要綱第５条第１項第２号に規定する賃上げの率については、補助事業者が県内の事

業所で雇用している従業員（雇用保険の被保険者に限る）の賃金台帳における賃上げが反

映された月（賃金計算期間の１ヶ月、以下「賃上げ実施月」という。）の基本賃金、所定

時間外割増賃金及びその他手当の小計の計（賞与・臨時の給与（一時金）を除く）を、当

該従業員の数で除した額（１人当たりの賃金支給額）が、前年同月の同様に計算した額か

ら２パーセント以上増加していること。

（補助金の交付申請書）

第３条 交付要綱第７条第２項第４号に規定する添付書類については、次の各号のとおりと

する。

（１）法人

法人事業概況説明書

（２）個人事業主

所得税青色申告決算書又は白色申告収支内訳書

（賃上げの実施報告書）

第４条 交付要綱第９条第２項に規定する賃金台帳については、第２条第２項の算定の基礎

となった２月分（賃上げ実施月及び賃上げ実施月の前年同月）を添付するものとする。
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附 則

この要領は、令和８年４月１日から施行する。

附 則

この要領は、令和８年４月６日から施行する。

附 則

この要領は、令和８年４月 27 日から施行する。


